
【１・２年生の生徒・保護者の皆さまへ】 

                              首里東高校 生徒支援部 

 

 生徒が春休みを安心・安全に過ごし、笑顔で新学期を迎えられるよう以下の点に気を付け、 

家庭でのご指導宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどの重大事件・事故の多くは、深夜はいかい
がきっかけです。「深夜はいかい」には、いろんな危
険が潜んでいる！ 
●午後１０時までには家に帰りましょう。（青少年保護育成条例） 

●県では「Go家運動」を推進しています。 

 

飲酒･喫煙の場面に近づかない。 
●飲酒は誘われても  “断固、NO！”  

ピアプレッシャー（仲間からの圧力）になど負けない強い自分を！ 

大麻等の薬物は、“違法”であり、“有害”です。 
●大麻は、うつ病になるなど心身に悪影響を及ぼす危険な薬物。依存性もあ

り、普段の生活にも悪影響を及ぼします。ネットの軽い情報に惑わされないで。 

保護者に無断で外泊しない。 
●友だちの家に泊まるなどした場合、雰囲気に流されるなどの集団心理が働き、普段は

とらない不適切な行動をとってしまうということもあります。 

●無断外泊をしないことも、重要な危険回避です。 

交通事故は心の隙間に襲ってきます。 
●誰もが、自分が交通事故を起こすなどとは夢にも思っていません。 

●すぐそばに危険があることを意識しましょう。 

SNS やメールでのトラブル増加中！じりつ（自立・自
律）の精神で「自分の身は身分で守る」の実践を！ 
 

深夜のネットゲームや LINE は、体に悪い影響あり！ 
リズムを崩し、休みあけの学校がつらくなる！ 
休みに SNS でのトラブルがあると、学校が始まっても、
いきづらくなる原因になることもあります！ 

沖縄県青少年保護育成条例    改正 平成 31年３月 29日条例第 10号 

第３章 青少年育成を阻害する行為の規制 （深夜外出の制限） 第９条 保護者は、正当な

理由がある場合のほか、深夜（午後 10 時から翌日の午前４時までをいう。 以下同じ。）

に青少年のみで外出させないように努めなければならない。 


